
森林調査成果閲覧及び交付に係る必要書類チェックリスト
　　　　　“ぺ、、　申華者　　　　　　　　　　い　ヌ’ バ∵顯要…講

⑥国、独立行政法人、地方公共団体等

⑥大学その他学術研究を目的とする機関 口第1号様式「森林調査成果閲覧（交付）申請書」

等※4

②森林経営計画の認定を受けようとする
口第1号様式「森林調査成果閲覧（交付）申請書」

（又は既に認定を受けている）林業事業体
口第3号様式「森林施業の実施に関する確認書」※1

③特定間伐等促進計画の実施主体

口第4号様式「森林簿等の取扱いに関する誓約書」　　　　　　　　　　へ

口個人情報保護法で定ある個人情報の管理規定

口第1号様式「森林調査成果閲覧（交付）申請書」

④森林所有者 口本人（＝森林所有者）確認書類※2

口当該森林の所有を証明する書類※3
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（相続人の場合）
口戸籍謄本の写し（相続人と被相続人のもの各1部）又は

「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」

口第1号様式「森林調査成果閲覧（交付）申請書」　　　　　　　　ピ

口第2号様式「森林調査成果閲覧（交付）同意書」

！森林所有者が複数いる場合は、全員の同意書が必要！

⑤森林所有者の同意を得た者
口同意書に押印した森林所有者の印鑑に係る印鑑証明書の

原本又は、森林所有者の運転免許証、個人番号カード等、本

人に対し一に限り発行される書類の写し

口本人（＝森林所有者の同意を得た者）確認書類※2

口当該森林の所有を証明する書類※3
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（相続人から同意を得た者の場合）
口戸籍謄本の写し（相続人と被相続人のもの各1部）又は

　「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」

※1第3号様式「森林施業の実施に関する確認書」における添付書類

・会社の定款もしくは総会資料の写し

・森林経営計画の認定書の写し（現に森林経営計画の認定を受けている林業事業体の場合）

・特定間伐等促進計画の区域図（特定間伐等促進計画により、市町村が実施主体と認めた場合）

※2本人確認書類（別表参照）

【補足】健康保険証について

　改正健康保険法（令和2年10月1日）が施行され、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、

健康保険事業以外の目的で告知を求めることが禁止された。今後も本人確認等のために被保険者証の提示

等を求めることは可能だが、以下のような対応が必要。

〈申請者が来庁された場合〉

　その場で確認し、申請者へ返却。申請書の備考欄に「（日付）来庁時に健康保険証を確認」と記載。



〈郵送による申請の場合（番号等にマスキングが施されていない場合）〉

　保険者番号等の部分にマスキングを施し、コピーして保管。申請者から提出されたものは、申請者に確

認後に返却またはシュレッダーで廃棄。

※3森林の所有を証明する書類

　　　例：課税明細書、登記事項証明書（インターネット登記情報提供サービスによって取得した情報の

　　場合照会番号があるもの）、土地の売買契約書

※4大学その他学術研究を目的とする機関等からの申請

　　卒業論文等の研究目的で学生からの申請があった場合、原則として、学生本人名義ではなく、指導教官

　　名義で申請してもらう。

　　また、データを提供する際には、学生宛でなく、指導教官宛に送付する。


